
地域包括ケアシステム構築と 
             保健師の役割 
   ～在宅医療・介護連携推進の取り組み～ 

富山県砺波厚生センター（保健所） 

           福井 貴実子 

平成26年度全国保健師長会 東海北陸ブロック 研修会 
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地域における保健師の保健活動に関する指針 
（平成25年4月19日） 

• 保健師の保健活動の実施に当たっては、訪問指導、健康相談、健康教育、

その他の直接的な保健サービス等の提供、住民の主体的活動の支援、災

害時支援、健康危機管理、関係機関とのネットワークづくり、包括的な

保健、医療、福祉、介護等のシステムの構築等を実施できるような体制

を整備すること。 

 

• 各種保健医療福祉に係る計画（健康増進計画、がん対策推進計画、医療

費適正化計画、特定健康診査等実施計画、母子保健計画、障害福祉計画、

介護保険事業支援計画又は介護保険事業計画、医療計画等）の策定等に

保健師が十分に関わることができるような体制を整備すること。  
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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね
３０分以内に必要なサービスが提供さ
れる日常生活圏域（具体的には中学
校区）を単位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医
・地域の連携病院

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院 通所・入
所

・急性期病院
・亜急性期・回復期
リハビリ病院

病気になったら･･･

医 療
介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステム

1

認知症の人

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一
体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、
地域包括ケアシステムの構築が重要です。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は
減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差が生じています。

地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、
地域の特性に応じて作り上げていくことが必要です。
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新ためて再整理
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介護 医療 予防
生活
支援

介護
＋
リハ

医療
＋
看護

予防
＋
保健

生活支援
＋

福祉ｻｰﾋﾞｽ

住居
＋

住まい方

住居

地域包括ケアシステム構築へ向けた５つの視点＋４つの支援
従 来

医療、介護、予防、生活支援サービス、住居の5つの視点をより詳しく現しそれらが
連携・重層化し要介護者等への包括的な支援（地域包括ケア）を推進

「自助」
「互助」
「共助」

「公助」

①介護サービスの充実強化
②医療との連携強化
③予防の推進
④見守り、配食、など多様な生活
支援サービスの確保
⑤高齢期になっても住み続けること
のできる高齢者住まいの整備

地域包括ケア研究会報告書より

各層ごとに整理すると

H25.10.22 在宅医療・介護連携推進事業研修会 



厚労省資料 ※在宅医療・介護連携は介護保険地域支援事業の包括的支援事業でメニュー化 
  ⇒市町村が第6期介護保険事業計画で打ち出すことに 
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医療介護総合確保促進会議資料（H26.7.25） 

※医療介護連携は市町村内で完結しないことが少なくない 
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＜市立砺波総合病院＞ 
514床、7対1看護 
がん診療連携拠点病院 
地域救命センター 
広域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援ｾﾝﾀｰ 
肝疾患連携拠点病院 
第二種感染症指定医療機関 
地域周産期母子医療ｾﾝﾀｰ 
災害医療拠点病院 

＜南砺市民病院＞ 
175床、7対1看護 
広域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援ｾﾝﾀｰ 

＜公立南砺中央病院＞ 
190床 

＜北陸病院＞ 
254床 
認知症疾患医療ｾﾝﾀｰ 

＜北陸中央病院＞ 
     193床 

・3市、930km2 

・人口13万2878人（H25.10.1） 
 高齢化率30.7% 
・介護保険は3市共同（医療圏と一致） 
・3つの市医師会 
・一般病床有する病院5ヵ所 
 療養病床のみ病院8ヵ所 

・地域包括支援センター、訪問看護ス
テーションは各市1ヵ所 

※3つの市医師会の事務局員 
 砺波市3（常勤2、非常勤1；看護学校保有）、南砺市1（非常勤）、小矢部市1（非常勤） 

富山県砺波医療圏 
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砺波厚生センター（保健所）の組織と担当 

企画管理課 

医務総務班 

企画調整班 

保健予防課 
地域保健班 

感染症疾病班 

衛生検査課 

衛生班 

試験検査班 

地域医療推進対策協議会（医療計画） 

関係機関・団体支援（市、地域包括支援
センター、市医師会、がん診療連携拠点
病院等）；研修、会議等 

地域リハビリテーション（脳卒中連携） 
退院調整支援 
認知症対策 
難病対策 

医事 

薬事 

小矢部支所 

保2 栄1 事1 

保5 栄1 
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衛生予防課 

地域健康課 

保4 

小矢部市内の関係機関・団体支援、
地域リハビリテーション、難病対策等 

薬事 

※平成25年度から保健師欠員1 

※班長は保健師 

※課長は保健師 



市町村・団体支援 

圏域医療計画 

地域リハビリテーション 

認知症対策 

がん緩和ケア 

難病対策 

資源の把握 

会議 

相談受付 

情報共有支援 

提供体制構築 

普及啓発 

二次医療圏内・市町村連携 

市町村・地域包括支援センター 医師会在宅医療支援センター等 

広域リハビリテーション支援センター 

がん診療連携拠点病院緩和ケアセンター 

認知症疾患医療センター 

難病医療地域基幹病院 

研修 

※分野別に関係機関と連携しながら厚労省が示す8事業に取り組んでいる 
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二次医療圏医療計画の推進 

砺波地域医療推進対策協議会 

がん 

が
ん
部
会 

医療・保健・福祉・
行政等の委員で

構成 

精神 

 

・精
神
機
関
長
会
議 

 

・か
か
り
つ
け
医
・精
神
科
医 

 
 

 

連
携
強
化
連
絡
会 

 

脳卒中 

 
 

 

砺
波
圏
域
地
域
リ
ハ
ビ
リ 

 
 

テ
ー
シ
ョ
ン
連
絡
協
議
会 

 

急性
心筋
梗塞 

急
性
心
筋
梗
塞
部
会 

糖尿病 

 
  

糖
尿
病
対
策
推
進 

 
 

 

強
化
事
業
連
絡
会 

 
 

在宅 

在
宅
医
療
部
会 

災害
医療 

地
域
災
害
医
療
連
携

会
議 

○砺波医療圏における地域医療計画の策定及び計画の推進、
保健・医療・福祉の連携の確保充実を図る。 
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精神保健福祉対策 

事　　　　　　業 回数 事　　　　　　業 回数

・認知症高齢者実態調査 - ・精神科救急医療体制 -

・精神保健福祉関係資料 1 ・精神科救急情報センター -

・困った時にはまずここへ～相談窓口一覧表～　 1 ・訪問看護 -

・医療機能情報 1 ・認知症啓発普及リーフレット 1

・医療機関リスト 1 ・精神障害者のための生活支援ガイド 1

・管内精神医療保健福祉機関長等連絡会議 1 ・精神保健福祉ボランティア養成事業 10

・精神保健福祉推進協議会（推進協） 11 ・地域住民対象の講演会等 5

・かかりつけ医・精神科医連携強化連絡会 1 ・地域研修会・出前講座 14

・退院支援連絡会議 3 ・精神保健福祉研修会(推進協） 5

・ケア会議 5 ・認知症疾患医療センター 1

・退院支援実務者会議 2 ・高齢者のあしたを考える会 7

・地域包括支援センター - ・砺波地域精神保健福祉推進協議会 3

・精神保健福祉相談 24 ・砺波地域障害者自立支援協議会 17

・認知症情報共有ツール・手引書 1 ・管内精神保健福祉担当者連絡会 4

・かかりつけ医と精神科医の紹介システム 1

・入院診療計画書 -

・認知症初期集中支援チーム 1

・事例検討会 54

・コンサルテーション 6

・ケアプラン研修会 3

・地域連携支援研修会 6

・ケア会議 27

・同行訪問（チーム訪問） 11

・市主体の精神保健福祉事業への支援 5

・管内精神障害者社会復帰施設への支援 34

・連携パスの推進

ア 地域の医療介護サービス資
源の把握

イ 在宅医療・介護連携の課題と
抽出の対応の協議

ウ 在宅医療・介護連携に関する
相談受付

エ 在宅医療・介護サービス等の
情報の共有支援

オ

・小規模施設看護管理者連絡会　（民間病院・有床診
療所・介護老人福祉施設・介護老人保健施設）

1

・砺波地域医療推進対策協議会・精神部会　（管内精
神保健福祉機関長等連絡会・かかりつけ医・精神科
医連携強化連絡会）

2

項　　　　　　目 項　　　　　　目

在宅医療・介護関係者の研
修

・管内市町村保健衛生福祉主管部課長会議
（保健衛生福祉主管課長）

1

・管内保健・福祉保健師リーダー等連絡会
（保健福祉等リーダー保健師）

4

・在宅医療支援センター支援
（主治医・副主治医制、多職種連携研修等）

24

課　　　　　　　題

カ 24時間365日の在宅医療・介
護サービス提供体制の構築

キ 地域住民への普及・啓発

ク 二次医療圏内関係市町村の
連携

・認知症疾患医療センターとの連携体制の構築

・在宅医療のシステム化

・在宅医療介護のＩＣＴ連携
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厚生センター（保健所）が行う認知症対策 
①医療計画の精神疾患（認知症）対策 
  １）認知症の進行予防、２）専門医療機関へのアクセス、３）地域生活維持、４）BPSDや身
体疾患等が悪化した場合 

•  各種指標に基づく評価（医療計画作成支援データブック含む）；連携会議 
•  かかりつけ医研修の受講要請 
•  見える化システムの評価による介護予防の指導・支援 など 
 

②精神医療対策 
  医療保護入院（認知症）にかかる指導・支援 など 
 

③認知症支援ガイドの作成 
  地域包括支援センター、認知症疾患医療センターと協働でガイド作成 
  認知症の普及啓発の協力・支援  
 

④認知症研修 
  地域包括支援センター、認知症疾患医療センターと協働で研修 

• 認知症初期集中 支援チームにかかる基礎知識・アセスメント・具体的取り組みにかかる
研修、ニーズ調査・実態調査等を踏まえた試行 

• 情報共有ツールにかかる研修（事例検討等）  

①市町村域を超えた広域的連携、②精神医療改革との連動、③医療計画（精神疾患）と
の連動の観点から、認知症対策は市町村と保健所の連携・協働が不可欠 
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認知症パンフレット 

※北陸病院（認知症疾患医療センター）、各市地域包括支援センターとともに、平成25年
9月「高齢者のあしたを考える会」を組織；事務局は砺波厚生センター（保健所）  
 ⇒認知症パンフレットを共同作成 
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14 
※砺波厚生センターホームページに掲載 
 http://www.pref.toyama.jp/branches/1273/1273.htm 



砺波地域認知症ケア研修会 

平成25年12月4日 市立砺波総合病院3F講堂 

１  講義 「認知症のケアについて」 

  北陸病院 認知症疾患医療センター医療社会事業専門員 

２  事例紹介 事例提供者 南砺市井波在宅介護支援センター 

３  グループワーク（ワールド・カフェ方式）  

 「地域で認知症患者・家族を支えるために ～私たちができる事、しなければいけない事～」 

４  情報提供 「認知症の情報共有ツールの普及について」 

  砺波厚生センター地域保健班 

※県が作成した認知症情報共有ツール（ケアパス）を研修会を通じて普及 
※医師会に対して、認知症情報共有ツールの普及に協力要請 

※平成25年度から認知症
ケアパスの普及推進 



南砺市地域リハビリテーションフォーラム 

平成26年3月8日 福野体育館研修室 

南砺市民病院地域リハビリテーション広域支援センターが開催 

砺波厚生センター（保健所）、北陸病院（認知症疾患医療センター）が後援 

 ○開会挨拶 
 南砺市医師会 会長 
○講演「認知症ケアから始まるまちづくり」   
 福井県若狭町地域包括支援センター看護師 
○パネルディスカッション 
※テーマ「認知症になっても安心して暮らせる街を目指して」 
 座長；南砺市民病院 院長、砺波厚生センター保健師 

※パネリスト 
①南砺市地域包括支援センター保健師    

②南砺市社会福祉協議会ケアネット活動
コーディネーター 
③南砺市民病院地域リハビリテーション科 
④居宅介護事業所 
○閉会挨拶 砺波厚生センター 所長 

※認知症は初期対応が重要、BPSDでも長期
入院は不要 ⇒住民への普及啓発 
※認知症啓発寸劇も活動 

※地域の認知症ケアがしっかりすると病床
利用が減少した取り組みを紹介 

16 

※各市において普及啓発
に取り組まれている 



地域リハビリテーション対策(脳卒中含む) 
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事　　　　　　業 回数 事　　　　　　業 回数

・脳卒中登録情報システム 517

・地域リハビリフォーラム（支援センター） 1

・困った時にはまずここへ～相談窓口一覧表～　 1 ・研修会（支援センター） 1

・医療機能情報 1 ・機関紙発行(支援センター） 1

・医療機関リスト 1 ・地域住民対象の講演会等 3

・砺波圏域地域リハビリテーション連絡協議会 1

・脳卒中地域連携パス連絡会 8

・公的病院地域医療連携室連絡会 6 ・関係者連絡会議 7

・地域リハビリテーション広域支援センター ー

・地域リハビリテーション連絡会専門部会 1

・地域包括支援センター ー

・脳卒中地域連携パス・手引書 1

・脳卒中地域連携パス連絡会メーリングリスト 1

・ケース相談シート（支援センター） ー

・事例検討会 13

・脳卒中地域連携パス研修会 1

・リハ実施事業所の支援（支援センター） 15

・従事者研修会（支援センター） 20

・実技・技術支援（支援センター） 145

・介護予防ケアマネジメント研修 1

オ 在宅医療・介護関係
者の研修

課　　　　　　　題
・在宅医療のシステム化

・連携パスの推進

イ 在宅医療・介護連携
の課題と抽出の対応
の協議

エ 在宅医療・介護サー
ビス等の情報の共有
支援

・訪問看護ステーション支援 ー

・在宅医療介護のＩＣＴ連携

カ

・地域リハビリテーション支援ガイド・実施機関
紹介ガイド

1

項　　　　　　目 項　　　　　　目

在宅医療・介護連携
に関する相談受付

ウ

地域住民への普及・
啓発

キ

24時間365日の在宅医
療・介護サービス提供体
制の構築

地域の医療介護サー
ビス資源の把握

ア

・脳卒中連携パスの推進

・砺波地域リハビリテーション広域支援センター
　運営会議

ク 二次医療圏内関係市
町村の連携

・砺波地域医療推進対策協議会・在宅部会（砺波圏
域地域リハビリﾃｰｼｮﾝ連絡協議会）

・管内市町村保健衛生福祉主管部課長会議　（保健
衛生福祉主管課長）

・管内保健・福祉保健師リーダー等連絡会　（保健福
祉等リーダー保健師）

・在宅医療支援センター支援（主治医・副主治医制、
多職種連携研修等）

2

・小規模施設看護管理者連絡会　（民間病院・有床診
療所・介護老人福祉施設・介護老人保健施設）

2

1

4

24

1
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※砺波圏域地域リハビリテーション連絡協議会で作成、改訂；2ヵ所のセンターと共同 
※砺波厚生センターホームページに掲載（地域連携パス手引きとともに） 

  http://www.pref.toyama.jp/branches/1273/1273.htm 19 
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